
工 事 名 広島高速５号線温品ＪＣＴ鋼上部工事（２工区） 課 名 建設部　建設第二課

受 付 日 令和6年10月8日 回 答 日 令和6年10月15日

　本件工事において、設計図書で見込んでいる施工条件と現場条件が一致しない場合、広島高速道路公社建設工事請負契約約款

第１８条（条件変更等）に基づき、設計変更の協議対象事項とします。

　本件工事において、設計図書で見込んでいる施工条件と現場条件が一致しない場合、広島高速道路公社建設工事請負契約約款

第１８条（条件変更等）に基づき、設計変更の協議対象事項とします。

設計図書等の質問に対する回答

　施工予定表では、２パーティー、３パーティー施工となっておりますが交通規制協議及び施工条件等により難い場合は協議対象

・質問②に対する回答

・質問①

大型土のう袋の法肩に近接する箇所に近い位置に重機アウトリガーを配置しています。

・質問③に対する回答

と考えて宜しいでしょうか。

・質問①に対する回答

・質問②

　その他堤防法肩等も同様になりますが各マニュアル等により盛土ヤード範囲を広くできない場合は、別の杭構台等への変更は

協議対象と考えてよろしいでしょうか。

る仕口合わせが必要となります。

　上記により追加ベント設備や支点上架台、ジャッキ設備等が必要となった場合は、設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。

　本件工事において、設計図書で見込んでいる施工条件と現場条件が一致しない場合、広島高速道路公社建設工事請負契約約款

・質問③

　本架設は複雑な平面線形を有する架設となっておりモーメント連結で設計される場合は、ジャッキアップによる高さ合わせによ

以下余白

第１８条（条件変更等）に基づき、設計変更の協議対象事項とします。


